
8

諸外国の概要

フィンランドでは、地層処分場のサイト選定

の段階と目標時期は1983年に「原則決定」とい

う形で決定されました。原則決定とは、政府や

行政省庁が施策を行う根拠として政府が決定

する文書（及びその内容を承認すること）を言

います。民間の事業者にも一定の効力が及ぶ、

フィンランド特有の手続です。

その後1987年の原子力法の全面改正で、原

則決定の手続は原子力施設の導入に不可欠な

法定手続になりました。この手続では、事業者

が申請する事業計画が社会全体の利益になる

か否かを政府が判定します。計画を承認する場

合にそれを「原則決定」という文書として国会に提出し、国会の承認を受けて正式なものとなります。

政府が原則決定を行うためには、建設予定地の地元自治体の文書による同意が必須とされています。

この原則決定の文書は、その後に事業者が行う建設許可申請に必要です。

フィンランドでは原則決定手続を経て、2001年にユーラヨキ自治体のオルキルオトが処分場の建

設予定地に正式に決まりました。地層処分場の建設予定地の決定が、建設許可申請手続に先立つ原

則決定手続で行われることは、フィンランドにおけるサイト選定の特徴です。

フィンランドにおける地層処分の概要

原則決定手続

フィンランドのサイト選定は1983年に開始され、2000年の政府による原則決定、2001年
の議会の承認により、オルキルオトを最終処分地とすることが決まりました。
現在、実施主体のポシヴァ社は、オルキルオトにおいて地下特性調査施設（ONKALO）の建
設を進めるとともに、2012年に予定されている処分場の建設許可申請に向けて必要な技術開
発や設計を進めています。処分場の操業開始は2020年が目標とされています。

フィンランドの処分方針

フィンランドでは、使用済燃料をオルキルオトの地下約400mの深さの結晶質岩中に地層処分す

る方針です。現在、2カ所の原子力発電所で発生する使用済燃料は、各発電所内で中間貯蔵されて

います。

処分の実施体制

フィンランドには、オルキルオトとロヴィーサの2カ所に原子力発電所があり、このうちロシア（旧

ソ連）から導入したロヴィーサ原子力発電所から発生した使用済燃料はロシアへ返還されていまし

たが、1994年の原子力法改正により、返還が禁止されました。これを受け、各原子力発電所を操業

する電力会社2社は、1995年に使用済燃料処分の実施主体として、ポシヴァ社を共同出資して設立

しています。それ以前は、オルキルオト原子力発電所を操業するテオリスーデン・ボイマ社（TVO社）

が処分に関する研究やサイト選定を行っていました。

承認 承認

放射線・原子力
安全センター
（STUK）の
予備的安全見解書

地元自治体の
意見書

他機関等の意見書、
公募意見等と共に

雇用経済省（TEM）が取りまとめ

政府による
原則決定

国会の
承認

ポシヴァ社が申請

原則決定の手続
（原子力法等により作成）
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フィンランド

サイト選定経緯

サイト選定は1983年の処分目標に関する政

府の原則決定に基づいて開始されました。下図

に示すように全国から段階的に絞り込まれまし

た。最初のサイト確定調査の段階では、文献等

による調査で、102カ所の地域が選定されまし

た。そのうち5カ所についてボーリング等によ

る概略サイト特性調査が行われました。その結

果、より適したサイトと考えられた4カ所につ

いて詳細サイト特性調査が行われました。これ

らの4カ所では、環境影響評価も行われました。

その結果、ポシヴァ社はユーラヨキ自治体のオ

ルキルオトを選定し、1987年の原子力法で導入

された原則決定手続に基づく申請を1999年に

行い、2000年の政府による原則決定、2001 年の

議会承認により、最終処分地としてオルキルオ

トが選定されました。

サイト確定調査
1983-1985

詳細サイト特性調査
1993-2000

概略サイト特性調査
1986-1992

ヴェイスツィヴァーラ
（ヒリンサルミ）

ロムヴァーラ
（クーモ）

スィイリ
（シエヴィ）

オルキルオト
（ユーラヨキ）

キヴェッティ
（アーネコスキ）

原則決定の承認
2001

ロムヴァーラ
（クーモ）

オルキルオト
（ユーラヨキ）

キヴェッティ
（アーネコスキ） オルキルオト

（ユーラヨキ）
ハーシュトホルメン
（ロヴィーサ）

（　）内は自治体名
（ポシヴァ社EIA報告書より作成）

1983年 廃棄物管理目標の政府による決定

1983～1985年 サイト確定調査

1986～1992年 概略サイト特性調査

1993～2000年 詳細サイト特性調査

1998～1999年 環境影響評価

1999年 予備的安全評価、オルキルオトを
最終処分地として選定し原則決定申請

2000年 政府が原則決定

2001年 原則決定を議会が承認

2004年 地下特性調査施設（ONKALO）の建設
開始

フィンランドの処分事業の流れ

～2012年 地下特性調査施設を含めた詳細調査を
行い、建設許可申請

～2020年 建設許可取得後、建設を実施
操業許可申請を行い、操業を開始

今後の予定

高レベル放射性廃棄物処分に係わる規制行

政機関は、政府、雇用経済省、放射線・原子力

安全センター（STUK）です。国のエネルギー

政策を所管する雇用経済省が処分事業の管理・

監督を行い、STUKが安全規制を行います。な

お、STUKは放射線安全を所管する社会保健省

の下に設置されていますが、 STUKには法令に

よって、原子力安全と放射線安全について規制

を行う権限が与えられています。また、政府は、

地層処分場の建設計画に関する原則決定を行

うほか、建設・操業の許可発給も行います。

ポシヴァ社原子力発電事業者
（2社）

社会保健省
政　府

規制行政機関

見解

規制
監督

処分場の建設・操業などの許可は、政府が発給します。

実施主体
規制の流れ

雇用経済省（TEM）

放射線・原子力安全
センター（STUK）

（ポシヴァ社パンフレット等より作成）
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